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９月１９日 午後１時開議 

第４号 

日程第１ 議案第69号 平成２５年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定 

（決算特別委員長報告） 

日程第２ 議案第74号 平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第３ 議案第76号 平成２５年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第４ 議案第78号 平成２５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出 

決算認定                                      （総務文教委員長報告） 

日程第５ 議案第79号 平成２５年度鞍手町水道事業会計決算認定 

（総務文教委員長報告） 

日程第６ 議案第70号 平成２５年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第７ 議案第71号 平成２５年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出 

決算認定                                      （民生産業委員長報告） 

日程第８ 議案第72号 平成２５年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 
（民生産業委員長報告） 

日程第９ 議案第73号 平成２５年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第10 議案第75号 平成２５年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計 

歳入歳出決算認定                              （民生産業委員長報告） 

日程第11 議案第77号 平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決算認定 

（民生産業委員長報告） 

日程第12 議案第57号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第13 議案第58号 鞍手町行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第14 議案第62号 鞍手町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第15 議案第64号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第２号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第16 議案第67号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第17 議案第80号 鞍手町流域関連公共下水道事業 新川処理分区管渠築造工事 

（第１工区）請負契約の締結                      (総務文教委員長報告) 

日程第18 議案第81号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事 

（第２１工区）請負契約の締結                   （総務文教委員長報告） 

日程第19 議案第54号 鞍手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

           定める条例                                   （民生産業委員長報告） 



 

 

 

 

 

日程第20 議案第55号 鞍手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第21 議案第56号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第22 議案第59号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第23 議案第60号 鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第24 議案第61号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第25 議案第63号 鞍手町保育料徴収条例の一部を改正する条例 

（民生産業委員長報告） 

日程第26 議案第65号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）  

（民生産業委員長報告） 

日程第27 議案第66号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（民生産業委員長報告） 

日程第28 議案第68号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算 

（第１号）                                     （民生産業委員長報告） 

日程第29 意見書第１号 すべてのアスベスト被害者の早期救済・解決を図る事等を求める意見書 

 

日程第30 請願第１号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出を求める請願 

（民生産業委員長報告） 

日程第31 請願第２号 「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書」の 

提出を求める請願                             （民生産業委員長報告） 

日程第32 請願第３号 「農業・農協改革」に関する意見書の提出を求める請願 

（民生産業委員長報告） 

日程第33 陳情第１号 「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する 

意見書」の提出を求める陳情                   （民生産業委員長報告） 

日程第34 閉会中の継続事件 
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平成２６年９月１９日（第４日） 

開議  １３時００分 

○議長 川野 高實君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第６９号を議題とします。  

 本案は、決算特別委員会に付託していましたので、決算特別委員長の審査報告を求めます。  

 久保田決算特別委員長。  

○９番 久保田 正之君  

 決算特別委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第６９号 平成２５年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定。  

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を認定すべきものと

決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第６９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第６９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第６９号 平成２５年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６９号は委員長報告のとおり認定されました。  

次に、日程第２ 議案第７４号から日程第５ 議案第７９号までの４件を一括して議題と

します。 

本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

原総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第７４号 平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定。  
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 議案第７６号 平成２５年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第７８号 平成２５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出決算認

定。 

 議案第７９号 平成２５年度鞍手町水道事業会計決算認定。  

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を認定すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第７４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第７４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第７４号 平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定を

採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７４号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７６号 平成２５年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計歳入歳出決算認

定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７６号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７８号 平成２５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計歳入歳出

決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７８号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７９号 平成２５年度鞍手町水道事業会計決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第７９号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、日程第６ 議案第７０号から日程第１１ 議案第７７号までの６件を一括して議題

とします。 

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第７０号 平成２５年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第７１号 平成２５年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出決算認

定。 

 議案第７２号 平成２５年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第７３号 平成２５年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定。  

 議案第７５号 平成２５年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

歳入歳出決算認定。  

 議案第７７号 平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決算認定。 

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を認定すべ
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きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第７０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第７１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第７７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

議案第７０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第７１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第７２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第７３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第７５号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第７７号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第７０号 平成２５年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定を採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７０号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７１号 平成２５年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計歳入歳出

決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７１号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７２号 平成２５年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７２号は委員長報告のとおり認定されました。  

 次に、議案第７３号 平成２５年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７３号は委員長報告のとおり認定されました。   

 次に、議案第７５号 平成２５年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計歳入歳出決算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７５号は委員長報告のとおり認定されました。   

 次に、議案第７７号 平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計歳入歳出決
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算認定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって議案第７７号は委員長報告のとおり認定されました。   

 次に、日程第１２ 議案第５７号から日程第１８ 議案第８１号までの７件を一括して議

題とします。 

 本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 原総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第５７号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例。  

 議案第５８号 鞍手町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。  

 議案第６２号 鞍手町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条例。  

 議案第６４号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第２号）。  

 議案第６７号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

 次に、議案第８０号 鞍手町流域関連公共下水道事業 新川処理分区管渠築造工事（第１

工区）請負契約の締結。  

 議案第８１号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第２１工区）

請負契約の締結。  

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案に同意すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定より報告いたします。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第５７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第５８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６４号について、質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。  

議案第５７号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第５８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第６２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第６４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第６７号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第８０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第８１号について、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

これから採決を行います。  

議案第５７号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  



 8 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第５８号 鞍手町行政財産使用料条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第６２号 鞍手町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の一部を改正する条

例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６２号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第６４号 平成２６年度鞍手町一般会計補正予算（第２号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６４号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第６７号 平成２６年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり） 

挙手多数です。よって議案第６７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第８０号 鞍手町流域関連公共下水道事業 新川処理分区管渠築造工事（第１

工区）請負契約の締結を採決します。  

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第８０号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に、議案第８１号 鞍手町流域関連公共下水道事業 西川処理分区管渠築造工事（第２

１工区）請負契約の締結を採決します。 

本案に対する委員長の報告は同意であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  
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挙手多数です。よって議案第８１号は委員長報告のとおり同意されました。  

次に、日程第１９ 議案第５４号から日程第２８ 議案第６８号までの１０件を一括して

議題とします。  

本案は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第５４号 鞍手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例。 

 議案第５５号 鞍手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例。  

 議案第５６号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。 

 議案第５９号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第６０号 鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第６１号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例。  

 議案第６３号 鞍手町保育料徴収条例の一部を改正する条例。  

 議案第６５号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。  

 議案第６６号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。  

 議案第６８号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第１号）。 

 本委員会は、９月１０日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第５４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第５５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第５６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第５９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第６８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第５４号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第５５号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第５６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第５９号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６０号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６３号について、討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６５号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６６号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６８号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第５４号 鞍手町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５４号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第５５号 鞍手町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５５号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第５６号 鞍手町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５６号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第５９号 鞍手町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第５９号は委員長報告のとおり可決されました。  
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 次に、議案第６０号 鞍手町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６０号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６１号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６３号 鞍手町保育料徴収条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６５号 平成２６年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６５号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６６号 平成２６年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６６号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第６８号 平成２６年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第６８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に進みます。  

日程第２９ 意見書第１号を議題とします。  



 13 

提出者を代表して６番議員 原哲也君に趣旨説明をお願いします。  

６番議員 原哲也君。  

○６番 原  哲也君  

 意見書第１号を提案いたします。  

 意見書第１号 すべてのアスベスト被害者の早期救済・解決を図る事等を求める意見書。  

 別紙意見書案を提出する。  

 平成２６年９月１９日提出。  

 提出者 鞍手町議会議員 原哲也。同じく栗田幸則。  

 提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条並びに鞍手町議会会議規則（昭和６２年

鞍手町議会規則第１号）第１３条第１項及び第２項の規定により提案をする。  

○議長 川野 高實君  

 お諮りします。  

 意見書第１号は、質疑・討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって意見書第１号は質疑・討論を省略します。  

 これから採決を行います。  

 意見書第１号 すべてのアスベスト被害者の早期救済・解決を図る事等を求める意見書を

採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって意見書第１号は原案のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第３０ 請願第１号から日程第３２ 請願第３号までの３件を一括して議題とします。 

 本請願は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めま

す。 

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の請願審査報告をいたします。  

 請願第１号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出を求める請願。  

 請願第２号 「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書」の提出を

求める請願。 

 請願第３号 「農業・農協改革」に関する意見書の提出を求める請願。  

 本委員会は、９月３日に付託された上記の請願を審査の結果、いずれも採択とし、別紙意

見書案を関係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９３条の規定により報告し
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ます。 

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 請願第１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、請願第２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、請願第３号について、質疑はありませんか。  

 田中二三輝君。  

○５番 田中 二三輝君  

 「農業・農協改革」に関する意見書（案）についてご質問いたします。  

 ６行目の「農業所得の拡大や、農業の成長、産業化にために」というふうになっておりま

すが、表現的なところがございますので、もう一度内容を精査された方がよろしいんじゃな

いかなと思っておりますが。  

○議長 川野 高實君  

 審議内容だけ、どういう審議をしたかということだけを聞くことで、内容についての質疑

はありませんので。  

○５番 田中 二三輝君  

 文章の表現が怪しいので、どういうふうに審査したのですかということです。  

○議長 川野 高實君  

 そういうこと。  

○５番 田中 二三輝君  

 はい。 

○議長 川野 高實君  

 民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 もう一度説明をお願いいたします。何行目だったですか。  

 「ＪＡグループの自己改革前提に」ですか。  

○議長 川野 高實君  

 委員長、もう一度お聞きしますので。 

田中二三輝君、もう一度正確に。  

○５番 田中 二三輝君  

 まず、５行目になりますが、４行目の終わりから読み上げます。「農業所得の増大や、農業

の成長産業化にためにＪＡの、云々」というふうになっております。この表現について若干
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表現的におかしいのではないかなと思っておりますが、この表現に関してどのような状況で

判断されたのかということでございます。  

○１３番 栗田 幸則君  

 一応そういうことも慎重に審議しました結果、賛成しております。  

○議長 川野 高實君  

 ここでしばらく休憩します。  

休憩 １３時４５分  

再開 １３時４７分 

○議長 川野 高實君  

 会議を再開します。  

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 今のご質問に対して、審議をしておりません。  

○議長 川野 高實君  

 今言った文章のところを、具体的に審査していないということですね。  

○１３番 栗田 幸則君  

 はい。 

○議長 川野 高實君  

 そこのところはしていないそうでございます。  

 それしかないのです。していないことをしたということは言えないから。  

 田中議員、他にありませんか。  

 他に質疑はありませんか。  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 請願第１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、請願第２号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、請願第３号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 請願第１号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出を求める請願を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は採択であります。  
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって請願第１号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に、請願第２号 「ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書」の

提出を求める請願を採決します。  

本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって請願第２号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に、請願第３号 「農業・農協改革」に関する意見書の提出を求める請願を採決します。  

本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって請願第３号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に進みます。  

日程第３３ 陳情第１号を議題とします。  

本陳情は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の陳情審査報告をいたします。  

 陳情第１号 「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意

見書」の提出を求める陳情。  

 本委員会は、９月３日に付託された上記の陳情を審査の結果、採択とし、別紙意見書案を

関係機関に送付すべきものと決定したので、会議規則第９４条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 陳情第１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 陳情第１号について、討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 陳情第１号 「軽度外傷性脳損傷に関わる周知及び労災認定基準の改正などを要請する意

見書」の提出を求める陳情を採決します。  
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 本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって陳情第１号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に進みます。  

日程第３４ 閉会中の継続事件を議題とします。  

各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。  

お諮りします。  

各委員長の申し出のとおり、継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

ご異議なしと認めます。よって各委員長の申し出のとおり、継続審査することに決定しま

した。 

これで本日の日程は全部終了しました。  

これをもって、平成２６年第６回定例会を閉会します。  

閉会 １３時５４分 
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